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    2023.2.17：愛知県庁 

                                  豊橋市 中神 

 表題の自立支援協議会に出席しましたので、その概略を報告します。 

1.医療的ケア児支援センターの活動報告 

 *医療的ケア児支援センターは令和 3年 9月に医療的ケア児支援法が施行され、今までの支援体制の整

備に加え、地域では対応が困難で専門性が必要な相談への対応や、看護師、介護職員等の医療的ケア

児への支援を担う人材の養成などを行う事とした。実質 R4/4 月から活動開始。 

医療的ケア児支援センター 

○基幹支援センター・地域支援センターにおいて対応困難な高度で専門性が必要な相談対応  

重症心身障害児施設等 担 当 圏 域 

・愛知県医療療育総合センタ-(春日井市) 愛知県内 

○地域支援センター・県内 7箇所・・市町村等において対応困難な専門性が必要な相談対応  

重症心身障害児施設等 担 当 圏 域 

・愛知県医療療育総合センタ-(春日井市) 尾張北部・東部 

・一宮医療療育センター(一宮市) 尾張西部 

・愛知県青い鳥医療療育センター(西区) 名古屋・尾張中部(除く名古屋市)・海部 

・大同病院(南区) 名古屋・尾張中部(名古屋市) 

・重心施設にじいろの家(東海市) 4/12 月開所 知多半島・西三河南部西 

・愛知県三河青い鳥医療療育センター(岡崎市) 西三河北部・西三河南部東 

・信愛医療療育センター(豊川市) 東三河北部・南部 

 *R4～12 月の合計相談件数実績・・119 件(内相談実人数 74 人) 

 ・主な医療的ケア内容⇒経鼻経管栄養 39 件、人工呼吸器 28 件、気管切開 27 件、客痰吸引 24 件 他 

・主な相談内容⇒福祉サービスの利用 51 件、就学 23 件、権利擁護 23 件 他 

 

2.医療的ケア児等コ－ディネ－タ－の配置(県内 54 市町村) 

*私たち医療的ケア児とその家族としては、相談支援専門員や保健師等を通して、さまざまな相談や各

種相談の対応、切れ目のない支援等、総合的な役割を担う地域の医療的ケア児等コ－ディネ－タ－ 

を活用し、子どもたちが切れ目ない支援を受けられ成長することを願うばかりです。 

    ⇒R4/12 月現在養成研修等修了者合計 466 名(4 年度修了 101 名)が配置。 

    (うち豊橋 14 名、田原市 5 名、豊川市 3 名、新城市 2 名) 

 

しかし、支援対象者リスト把握が十分できていない事や自ら相談できず支援を受け入れられない医療

的ケア児と家族がいることも事実であり、医療的ケア児支援センターと*医療的ケア児等アドバイザーが

連携して新体制を構築していく。(特に在宅児や動ける医療的ケア児等制度の狭間にいる児等) 

 *医療的ケア児等アドバイザー⇒コ－ディネ－タ－を始めとした支援者に対して、経験豊富なアド

バイザ－を配置し地域における相談支援の充実強化を図る。その役割は、地域のネットワ－ク構築に向

けた指導調整、困難事例の助言、人材の育成、社会資源の点検開発等地域における相談支援体制の整備

推進を行う。 
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3.愛知県在宅医療推進協議会の設置(R5.2 月) 

*県内の在宅医療の現状を把握分析し、保健・医療・福祉・行政など関係機関が相互に連携し在宅医療 

を円滑に提供する体制を構築する。 

 委員は保健医療福祉関係者、学識経験者、関係行政機関職員とし、20 名とする。次期愛知県地域保健

医療計画(R6～11 年)策定について、今までの実績を踏まえ今後具体的に目標等を定めていく。 

 

4.県内医療的ケア児者の実態調査(把握 R1～4 年度) 

 ⇒医療的ケア児者 1,961 名(内医療的ケア児 917 名、医療的ケア者 1,009 名)  

*児者一部市町村未把握のため合計不一致 

 

5.災害時における医療的ケア児者の支援について 

 *非常用電源装置(発電機等)購入補助金 

<補助内容> 

 〇豊橋市⇒自家発電機 10 万円 

  *豊川市は自家発電機 10万円、外部バッテリ－・蓄電器・車載用インバーター等 10万円 

   豊田市は人工呼吸器用ﾊﾞｯﾃﾘ-20 万円、自家発電機 11 万円、外部ﾊﾞｯﾃﾘ-又はポ－タブル電源 5 万円 

⇒豊橋市には補助内容の改善をお願いしていく必要がある。 

以上 

                    2023.5.1 

 

1.目的 

 ・介護職員等が医療的ケア児者の移動介護を行い、社会参加の促進と保護者の負担軽減を図る。 

2.対象者 

 ・65 歳未満の医療的ケア児者で自身でのその対応が出来ない方(施設入所・入院児者は除く)。 

    ⇒具体的な医療的ケア例・人工呼吸器管理、経管栄養、エアウェイ、吸引等、但し原則導尿は除く) 

3.実施方法 

 ・申請に基づき、市または相談支援専門員かアセスメントを実施し、必要性を勘案し支給決定を行う。 

(1)支援内容 

 ・「社会生活上必要不可欠な外出」「余暇活動等社会参加のための外出」「医療機関等への定期的な 

通院」を行う際の医療機器等の見守りや身体介護、安全確保。 

(2)支援の範囲 

 ・原則として宿泊を伴わない外出 

    【対象とならない外出】 

① 通勤、営業活動 

② 通学、通所、通園、学童保育等通年かつ反復継続性のある送迎(定期的な通院は除く) 

③ 布教活動、政治活動、公序良俗に反する外出等利用が適切でない外出 等 

新 制 度 (R5.6～10 月予定予定) 
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(3)移動支援の種類 

・原則マンツーマンによる個別支援。 

但し状況により 2 人支援も可能 

(4)移動の方法 

  ・徒歩または公共交通機関(料金は 

移動支援対象外)や車(運転は当該 

看護職員以外) 

4.支給期間・量 

  ・最⾧で 1 年間とし(更新あり)、 

上限支給量は 10 時間/月 

5.受給者証 

  ・支給決定時に発行された地域生活 

支援受給者証に「医療的ケア対象者」 

の文言と支給量の表示あり 

6.利用者負担額 

  ・原則 1 割(ただし市民税非課税世帯は 0 円) 

7.留意点 

  ・一か所でも移動支援対象外の場所が含まれると移動支援算定外 

   例:学校→公園→自宅(学校は移動支援対象外の為対象外) 

   ・一連の外出で移動支援の対象とならない時間を含む場合は、その時間を含めないで前後の時間を合

算して算出する。但しその時間が 2 時間を超える場合は、個々に算定する。 

8.事業者の実施要件 

  ・訪問看護事業所および居宅介護事業所又は移動支援事業所の指定を受けていること。また喀痰吸引

支援を行う場合は、県の客痰吸引等事業者台帳に登録されていること       

   ・賠償責任保険に加入すること 

  ・主治医から訪問看護指示書を収受し、指示内容を遵守すること 

  ・個別支援計画を作成(6 か月ごと更新)し、支援に係る関係機関と連携を密にすること等   以上 
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2023.2.23 

 

行政との情報交換会・勉強会を 2月 18 日さくらピアにて、障害福祉課・佐藤課長、加藤主査に

ご出席いただき開催しましたのでご報告いたします。     

   

<重点施策について> 

●障害福祉課の令和 5年度の重点施策について教えていただきたいと思います。 

 ➡障害福祉課の重点施策としては①虐待防止相談員及び医療的ケア児等マネージャーの配置②医

療的ケア児者移動支援事業の新設③老朽化による福祉事業会・ちぎり寮の大改装を計画してい

る。 

    

<医療的ケア関連> 

●医療的ケアに対応できるショートステイおよび放課後等デイサービス、日中一時支援事業の設置・

増設について 

・現在医療的ケアに対応できるショートステイについては、まだ一か所しかなく十分ではありま

せん。また、少し前豊川市に重心施設が開所しましたが、重心施設であり、ショートステイの利用

は思う様に利用できない状況です。ショートステイ利用は介護者のレスパイト支援や緊急時が多

く、自立支援協議会等で協議を重ねて医療機関や福祉施設で対応できるようにご努力頂いていま

すがなかなか実現していません。 

また、放課後等デイサービス、日中一時支援事業の受入施設は増えてきていますが、医療的ケア

に対応できる施設はごく一部です。近頃動ける医療的ケア児も増えてきており、同サービスを利

用したい児童はますます増加していてその不足感は歪めません。医療的ケアは日常生活に必要な

行為であり、それに対応できる諸施設の増設は是非とも必要ですのでよろしくお願いいたします。 

また市民病院、珠藻荘、シーサイド吉前、医療センター等の対応見込みはいかがでしょうか 

 ➡医療的ケアが必要な障害児者のショートステイ等についてはその必要性は十分認識していま

す。しかし各施設等も看護師やヘルパー不足等で対処できていない現実があります。特に夜間

については非常に厳しい状況です。 

   医療的ケア児者に対応できる施設については、引き続き課題として対処していきたい。 

 

●看護師等の配置状況について 

・R3/9 月に医療的ケア児支援法が施行されて、ケア児の保育・教育体制の拡充を求めると共に、

適切な支援を行う事が責務であると明記され、看護師等を保育園や学校に配置するなどの「必要

な措置を講じる」となっています。 

 市内の保育園や学校等の看護師等の配置状況について現状と今後の見込みについて教えて下さ

い。 
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 ➡看護師の配置は市内小学校に R3/1 名、R4/1 名、保育園は R4/1 名配置。今後も必要に応じ対応

していく。 

 

●障害児看護支援事業の利用について 

 ・医療的ケア児が訪問看護を活用し、通園等出来る障害児看護支援事業が開始されて 5年になり

ます。利用日数制限、自己負担もなく大変利用価値は高く、会として今後とも PR をしていきた

いと思います。 

  今までの利用実績は、H30 年/3 名、R 元年/4 名、R2 年/7 名、R3 年/11 名と着実に利用が増え

ていて、R４年度から市立高校も利用できるようになったとお聞きしています。R4 年度の実績と今

後の利用見込み人数を教えていただきたいと思います。 

 ➡R4 年度から市立高校も利用可となり、R4年度は合計で 13名が利用中。今後も必要に応じ対応

していきたい。 

 

●医療的ケア児者の介護者に対応するレスパイト先の確保について 

 ・医療的ケア児者の主な介護者の平均睡眠時間は県の令和元年度の調査で平均一日 5 時間未満が

35%という調査結果が出ており、主な介護者のお母さん方は毎日疲労困憊し過ごしています。買

い物にも自由に出かけられず、自分の楽しむ時間もない日常生活が続いています。ゆっくり体を

休めたいレスパイト先は必要ですが、豊橋はショ－トステイ先も少なくなかなかそういう所があ

りません。是非介護者のレスパイト先確保のご検討をお願いします。  

  豊田市では「家族介護負担軽減事業」制度(レスパイト事業)があり、医療型短期入所を実施し

た医療機関に個室利用補助金を支給しています。3年度は 5 医療機関 31人/1,175 日利用実績が

あり、一人平均月 3日(年 36 日)程度利用しています。 

 ➡レスパイト先の確保については大きな課題の一つであり、これからも鋭意努力していきたい。 

 

●医療的ケア児者に対応できる往診医、訪問医増員のお願い 

・地域移行の方向性が示されて久しいですが、医療的ケアに対応できる往診医、訪問医は増えていな 

い現状です。豊橋市内では一箇所しかありません。医療的ケア児者が日常生活を快適に過ごすには、 

緊急時を含め地域のかかりつけ医、特に往診医、訪問医との関係がとても重要です。訪問看護ステ－ 

ションの利用が以前より増えていますが、それでは十分ではない事が多々あります。一つの医院、クリ

ニック等で一人の医療的ケア児者の往診または訪問をして頂ければ多くの人が助かりますので、是非

ご検討対処をお願いいたします。 

 ➡往診医、訪問医については開業医の先生方のご協力が必要であり、なかなか難しい面がありま

すが、訪問看護等を通してお願いしていきたい。 

 

<移動支援事業について> 

●移動支援事業の対象者拡大および通学、通園について  

・移動支援事業は大変良い制度で、知的や精神障害者の手帳所持者は移動支援アセスメントの結

果次第で誰でも利用できる状況です。しかし身障手帳所持者は、現行、体幹１・２級、下肢１級以

上しか利用できません。必要に応じて身障手帳所持者でも移動支援アセスメントを受けさせて頂
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き対象者の拡大をお願いいたします。県内では名古屋市、刈谷市、春日井市、小牧市等が身障手帳

所持者を利用対象者としています。 

身体の場合は介護保険対象者（約 7 割が該当か）の利用が多く見込まれ、介護保険対象者は除

くというような年齢条件等を設ければ対象者は限定されると思いますので早急に改善をお願いい

たします。   

また通園、通学等は通年かつ長期にわたる外出の為、原則対象外で大変不便を感じています。母

親等介護者が病気等で付添いが出来ないだけで学校や保育園を休まなくていいように、豊橋市と

しても介護者の状況等によっては利用を認めて頂きたいと思います。   

  なお、看護職員等による医療的ケア児者の移動支援については現在医療的ケア児検討会で検討

されていますが、医療的ケア児者の社会参加促進や保護者の負担軽減を図る為早期制定をお願い

します。 

 ➡移動支援事業については医療的ケア児者に対応できる事業を R5/6～10 月に始める予定であ

り、出来る事から対応していきたい。(詳細概要は R5/5 月号の会報ご参照) 

 

<災害時について> 

●避難方法の徹底と救援物資の支給について 

・令和 3/5 月に災害対策基本法が改正され福祉避難所に直接避難できる指定福祉避難所が制定され、

自宅避難(氾濫想定区域外、居室が高い、水・食料等の備蓄があるという 3 条件)や安全なホテル・旅

館、親戚・知人宅にも避難できるようになりました。その避難方法の徹底をお願いいたします。また救

援物資については今まで通り第一避難所に届け出れば支給して頂けるという事でよろしいでしょうか。 

➡災害時の避難方法については柔軟に対応できるようになり、各自安心安全確保を第一に行動して

頂きたい。救援物資については第一避難所に届ければ支給が可能です。 

 

●災害時の避難行動要支援者名簿登録人数及びその活用方法について 

・災害対策基本法改正により避難行動要支援者名簿の登録について、従来は高齢者が中心でしたが、医

療的ケア児等、保護者だけでは避難が困難で支援を必要とする障害児等も対象であると明記されまし

た。現時点の要支援者名簿登録の総人数、内障害児者及び 18 歳以下の障害児の人数を教えていただき

たい。また登録名簿の活用方法を教えていただきたいと思います。 
 ➡現在名簿登録人数は全体で約 1 万人、内障害児者/4,520 人、内 18 歳以下/363 人である。 
 
●指定福祉避難所の指定推進と受け入れ体制について  

・災害対策基本法の改正により指定福祉避難所制度が制定され、特定した本人とその家族が直接避難

も可能となっていますが、指定推進策等現状の進捗状況を教えていただきたいと思います。 

 ➡指定福祉避難所については、現在人的物的な支援確保体制をワ－キングで検討中であり、まとまり次

第明示したい。 

 

<生活介護事業所・グループホームの整備拡充> 

●学校卒業後の受入れ体制について        

・今後とも多くの卒業生が見込まれる中、身体障害者の通所場所が少なく、学校卒業後、行けるとこ 

ろがあるかとても心配である。在宅で過ごすことの無いよう体制整備を是非お願いいたします。 
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➡各施設から申請があるものについては一定の審査に基づいて前向きに対応しており今後も同様

である。 

 

●グループホームの整備拡充 

・親の高齢化、親なき後等を考えた場合、身体障害者の自立支援施設としてのグループホームは現状少

なく、需要は益々高くなってきています。今後の整備拡充見込みを教えて下さい。 

 ➡身体障害者のグループホ－ムは設備的に難しい面があるが、これからも前向きに対応していきた

い。 

 

<その他> 

●18 歳成人となってから様々な制度との兼ね合いがよく分からない為教えてください。   
 ➡マスコミ等で取り上げられている消費者金融の契約等以外、障害福祉サ－ビス面での変更は 

特にない。 

以上 

障害児者の災害時(含む避難所)の困りごと

共通 
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身体障害児者 

知的障害児者 

聴覚障害児者 

視覚障害児者 

精神障害児者 

その他(アレルギ－のある障害児者等) 
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有料道路における障害者割引は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障

害者の方の自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道路事業者において統一的に実施

しています。 

 これまで事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、自家用車をお持ちでない方

が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合

など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。なお、自動車の事前登録の有無にかかわ

らず、事前に本割引の申請手続きが必要です。 

 あわせて、これまで市区町村の福祉事務所等の協力のもと行っていた事前登録手続きについて、自家

用車を事前登録のうえ ETC を利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新

たにオンライン申請を導入します。 

【利用時の注意事項】 

事前登録のない自動車をご利用する場合、料金を支払う料金所において一旦停止いただいたうえで、係

員が障害者手帳の記載事項等と障害者本人の同乗（本人運転又は介護者による運転）の確認等を行いま

す。 

重度の障害者の方がタクシー等をご利用する場合は、タクシー等の予約時又は乗車前に有料道路の障

害者割引を利用する旨をお申出いただき、タクシー事業者等に対応可能か必ず事前に確認を行ってくだ

さい。なお、タクシー等のご利用の場合は、重度の障害者の方が割引の対象となります。 

ご利用にあたっては、本人確認のためマイナンバーカードおよびマイナポータルへのご登録が必要と

なります。オンライン申請がご利用できない方等のため、市区町村の協力のもと、福祉事務所等による申

請受付も継続します。 

 なお、不適切なご利用があった場合に厳正に対処するため、割引適用の停止措置強化など所要の見直

しを行います。 

【お問い合わせ先（お客さま専用）】 
・NEXCO 東日本お客さまセンター（24 時間）・・東京 
  TEL 0570-024-024（通話料有料） または TEL03-5308-2424（通話料有料） 
  メールでのお問い合わせは「お問い合わせフォーム」をご利用ください。 
・NEXCO 中日本お客さまセンター（24 時間）・・名古屋 
  TEL 0120-922-229（フリーダイヤル）*フリーダイヤル以外は TEL052-223-0333（通話料有料） 
・NEXCO 西日本お客さまセンター（24 時間）・・大阪 
  TEL 0120-924-863（フリーダイヤル）*フリーダイヤル以外は TEL06-6876-9031（通話料有料） 
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東三河父母の会クリスマス会 
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【 】
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（2023.1.7：於：あいトピア）  

 

 １月 7 日、あいトピアではたちの集いが開催されました。今年は市内で 80 名の方が、はたちを迎えら

れました。父母の会の会員の方は 6 名です。 

お名前は 

   井土瑠美、井下碧海、鈴木直仁、畠可奈、二村竜樹、眞木祐輔 

さん、です。 

本当におめでとうございます。井土瑠美さんがパンフレットの素敵な扉絵、二村竜樹さんが元気良く通

る声で誓いの言葉を述べられました。 

式はお祝いの言葉、記念品贈呈、ご祝辞、誓いの言葉、記念撮影で終えることが出来ました。今年もみ

んなで新成人を祝福できてとても良かったです。おめでとうございます！！ 

 

扉 絵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誓いの言葉 

祝！！ 
はたち 

はたちのつどい 

扉絵：井土瑠美 
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成人おめでとうございます! 

 東愛知新聞より 
 

【豊障連行事】 

① 現在 
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② 過程 

③ くすのき学園    

④ 豊橋特別支援学校 

⑤ リハビリ 

⑥ 苦手な人・好きな人 

⑦ アピール方法 

⑧ 新たなチャレンジ 
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【豊障連行事】 

豊障連・北ライオンズクラブ懇親ボ－リング大会 

                        2023.3.19(日)  岩屋キャノンボ－ル 

 

 豊橋北ライオンズクラブさんのご招待による懇親ボ－リング大会がコロナの影響で約 3 年ぶりに岩屋

キャノンボ－ルで開催されました。当日はお天気もよく、父母の会 13 名を含む総勢約 70 名が久しぶり

のボーリングにみんなマスク越しに笑顔、笑顔で参加です。 

北ライオンズクラブ会長、豊障連山下会長の挨拶、始球式と続き、その後障害を持っている人や子供た

ちはそれぞれに工夫してボ－ルを投げていました。「それ!ストライクだ」「あ～ぁ、ガ－タだ」など、み

んなワイワイガヤガヤと楽しいひと時を過ごしました。                   NT 

               

参加された方に感想文を書いてもらいましたので紹介します。 

 
【ボーリング大会に参加して】 
ボーリング大会にかなえと 2 人で参加させて頂きました。 

たくさんの方が参加していて、初めはキョロキョロとお友だちを探していましたが、姿をみつけると表

情が和らぎ安心した様子でした。いつもは恥ずかしがって、あまりゲームに参加できないことが多いの

で、少し心配していましたが、順番がくると、自分からボールを持って補助台にのせ、上手に転がすこと

ができました。同じレーンの方とはお話をしたり、私も楽しく過ごさせて頂きました。 

表彰式では、たくさんの賞が用意されていて、かなえも 55(ゴーゴー)賞を頂くことができました。お友

だちから声をかけられて嬉しそうにしていました。最後までゲームに参加できて良かったです。 

このような楽しい会を開いて下さりありがとうございました。 

大会は 3 年ぶりという事でしたが、少しずつ日常が戻り、参加できる機会が増えることを楽しみにし

ています。 

                                                   高木 奏衣(母) 
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令和４年度第３回あゆみ学園 Q&A 報告書 

２０２２年１２月５日 

場所 豊橋あゆみ学園 
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お願い!! 

申込みをして、使用しないハガキがありましたら 

父母の会に寄贈してください。よろしくお願いします。 

申請は 

5/31 まで！ 
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【好きなこと】 

音楽を聴く・お出掛け・ボッチャ 
【趣味・得意なこと】 

携帯ゲーム・カラオケ・大笑いすること 
【がんばっていること・自己ＰＲ】 

就労 B 型支援所で色んな作業を頑張っていま
す。ボチャ競技で他県選手の友達を作りながら
プレーして楽しんでいます。また応援してくだ
さいね。 

【趣味・得意なこと】 

ジグソーパズルとオセロ 

【がんばっていること・自己ＰＲ】 

歩行訓練を頑張って少しでもたくさん歩け

るようになりたいです。 

愛犬の久太郎（キュウタロー）が 

⾧生きしてずっと一緒に散歩できたら 

いいと思っています。 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校名・・学年】 

下地小学校・1 年 

 

 

【通所施設】 

就労支援 B 型事業所 

ふれあいの家 

 
【趣味・得意なこと】 

好きな物を覚える（名前や銘柄） 
 

【がんばっていること・自己 PR】 

楽しいふくふくに行くこと。歩いて動くこと。 
おしゃべりが楽しい 
 

 

 

【通所施設】 

ふくふく 

【好きな事】 

テレビ・ラジオを聞
く。キティちゃんが
大好き。明るく前向
きに！ 

 

【通所施設・年齢】 

笑い太鼓・３４才 

【好きなこと】 

ジブリ映画を観ること。

ジブリパークへ行きた

い。カラオケ。 

友だち紹介 
 

【好きなこと】 

ままごと・買い物に行くこと 

【趣味・得意なこと】 

友達とのおしゃべり 

【がんばっていること・自己ＰＲ】 

小学校での新生活が始まりました。友達をたく
さん作って楽しく過ごしたいです。勉強もがん
ばります。 
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５月２５日（木）○父母の会 Q&A 委員会・あゆみ学園 

５月２８日（日） 善意フェスティバル・豊橋動植物公園 

６月１７日（土）○愛肢連定期総会・刈谷市 

６月２４日（土） 豊障連大会・あいトピア 

７月 １日（土） 児童部座談会・あいトピア 

７月１３日（木）○父母の会 Q&A 委員会・あゆみ学園 

８月 ５日（土） 豊障連納涼夏祭り・さくらピア 

８月２０日（日）  いきいきフェスタ・ライフポートとよはし 

９月１５日（金）○ゆり組講座・こども発達センター 

９月２４日（日） 野外訓練会・豊橋動植物公園  

９月３０日（土） さくらピア避難所訓練・さくらピア  

〇印の参加募集ありません 

 

※予定は順次ご案内いたします。急な変更・中止となる場合がございます。ご了承のほどお願い致します。 

 

 

☆あとがき☆ 

・今回の表紙は宮田七星さんの作品です。とても素敵な作品をありがとうございます。 

・「父母の会ふれあい短期介護支援」「父母の会入院付添い支援」を活用しましょう。短期介護支援や入

院付添い支援は緊急時や入院時に見てもらう人がいないとき、同居以外の親族等にみてもらい、その介

護支援費用（1 日 4 時間以上・5,300 円）のうち 4,500 円を父母の会で負担するものです。使ってみたい

と思われた時、分からない事があった時には遠慮せずにご相談ください。会員の皆さまのご意見、ご要

望を受けてより利用しやすい事業にしていきたいと思っています。 

・父母の会相談員は中神達二、鈴木智江子、後藤久代、松井理津子、磯田しのぶ、尾崎博美、奥平久美

子です。悩み事・心配な事、何でも気軽に相談してください。 
・原稿や感想文を寄せていただいた方には、クオカードをプレゼントしています。積極的に投稿をお願

いします。 
・新会員も大募集中です。隣近所でまだ父母の会に入会されていない方がありましたら是非ご紹介くだ

さい。手帳をお持ちであれば障害の種別は問いません。 
・年会費は￥2,000 です。年会費は振込みも出来ます。年会費がまだ納めてない方は下記の振込先に振

り込みをお願いします。（できるだけ同封しています振込用紙をご使用ください） 

ゆうちょ銀行 口座番号 00840-1-135126  加入者名  豊橋市肢体不自由児 ( 者 ) 父母の会         

ゆうちょ以外の銀行等からの振込の場合 ゆうちょ銀行:店番 089 口座番号 0135126 口座名:同上 

＜お願い＞                                             
・いろいろな行事について出席のご返事のあと変更になった場合は 中神 まで電話またはFAXかメール 
にてご連絡お願いいたします。掲載したいミニ情報もこちらまでよろしくお願いします。 

 TEL：0532-23-3217   FAX：0532-23-4830  E-mail：rsa34375@nifty.com  

＜ ＞ 


